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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板収容用の容器を下方から支持する支持体と、前記支持体を移動させる移動機
構と、を備えた容器搬送装置であって、
　前記容器として、小容器と、上下方向に沿って見る上下方向視での大きさが前記小容器
より大きい大容器と、の少なくとも２種類が含まれ、
　前記小容器は、その底面に３つの溝状の第１被係合部を備え、前記大容器は、その底面
に３つの溝状の第２被係合部を備え、
　３つの前記第１被係合部の夫々は、その長手方向が前記小容器の底面における第１基準
位置を中心とした放射方向に沿う状態で、前記小容器の底面に形成され、
　３つの前記第２被係合部の夫々は、その長手方向が前記大容器の底面における第２基準
位置を中心とした放射方向に沿う状態で、前記大容器の底面に形成され、
　３つの前記第２被係合部の夫々と前記第２基準位置との離間距離はいずれも、３つの前
記第１被係合部の夫々と前記第１基準位置との離間距離の最大のものよりも長く、
　前記支持体は、前記支持体に支持した前記小容器を前記上下方向視で第１支持領域に位
置決めする第１位置決め部と、前記支持体に支持した前記大容器を前記上下方向視で第２
支持領域に位置決めする第２位置決め部と、を備え、
　前記第２支持領域は、その一部が前記第１支持領域と重複するように設定され、
　前記第１位置決め部は、前記小容器を下方から支持する第１支持体と、３つの前記第１
被係合部のうちの少なくとも２つに下方から係合する第１係合体と、を備え、
　前記第２位置決め部は、前記第１係合体の上端より上方に前記大容器の底面が位置する
高さで前記大容器を支持する第２支持体と、前記上下方向視で前記第１支持領域の外側に
備えられて３つの前記第２被係合部の一つに係合する第２係合体と、前記上下方向視で前
記第１支持領域の外側に備えられて、前記第２支持領域に位置する前記大容器に対して上
下方向と交差する方向から当接する当接体と、を備えている容器搬送装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の容器搬送装置と、位置固定状態で備えられて前記容器を下方から支持
する第１載置体と、位置固定状態で備えられて前記容器を下方から支持する第２載置体と
、が備えられ、



(2) JP 2016-216137 A5 2017.2.2

　前記容器搬送装置は、前記容器を前記第１載置体から前記第２載置体に搬送する又は前
記容器を前記第２載置体から前記第１載置体に搬送するように構成されている容器搬送設
備。
【請求項３】
　前記移動機構は、前記支持体を水平方向に沿う第１移動方向に沿って移動させる第１移
動機構と、前記支持体を上下方向に沿う第２移動方向に沿って移動させる第２移動機構と
、を備え、
　前記第１移動機構は、前記支持体を前記第２移動方向に沿って移動させて前記支持体と
前記第１載置体との間で前記容器を移載する場合に前記上下方向視で前記支持体が位置す
る第１位置と、前記支持体を前記第２移動方向に沿って移動させて前記支持体と前記第２
載置体との間で前記容器を移載する場合に前記上下方向視で前記支持体が位置する第２位
置と、に前記支持体を移動させるように構成され、
　前記第１移動方向で前記第１載置体に対して前記第２載置体が位置する方向を第１方向
とし、前記第１方向とは反対の向きを第２方向として、
　前記第１支持領域と前記第２支持領域との位置関係は、前記第１支持領域に位置する前
記小容器の前記第１基準位置が前記第２支持領域に位置する前記大容器の前記第２基準位
置より前記第１方向側に位置するように設定され、
　前記第１位置として、前記支持体と前記第１載置体との間で前記小容器を移載するとき
の前記支持体の位置である小容器用位置と、前記支持体と前記第１載置体との間で前記大
容器を移載するときの前記支持体の位置である大容器用位置と、が設定され、前記小容器
用位置は、前記大容器用位置より前記第２方向側に設定されている請求項２記載の容器搬
送設備。
【請求項４】
　前記容器には、半導体基板を出し入れするための開口が形成され、
　前記容器における前記開口が形成されている部分を前記容器の前部とし、前記容器にお
ける前部とは反対側を前記容器の後部として、前記容器の前部と後部とが並ぶ方向を前後
方向とし、その前後方向に対して前記上下方向視で直交する方向を左右方向として、
　前記小容器は、３つの前記第１被係合部として、前記第１基準位置より前方に備えられ
た左右一対の前側第１被係合部と、前記第１基準位置より後方で且つ前記左右方向で中央
部に備えられた１つの後側第１被係合部と、を備え、
　前記大容器は、３つの前記第２被係合部として、前記第２基準位置より前方に備えられ
た左右一対の前側第２被係合部と、前記第２基準位置より後方で且つ前記左右方向で中央
部に備えられた１つの後側第２被係合部と、を備え、
　前記第２係合体は、前記支持体が前記大容器を下方から支持する場合に、前記後側第２
被係合部に係合し、
　前記移動機構は、前記支持体を水平方向に沿う第１移動方向に沿って移動させる第１移
動機構と、前記支持体を上下方向に沿う第２移動方向に沿って移動させる第２移動機構と
、を備え、
　前記第２載置体は、前記第２載置体に支持した前記小容器を前記上下方向視で第３支持
領域に位置決めする第３位置決め部と、前記第２載置体に支持した前記大容器を前記上下
方向視で第４支持領域に位置決めする第４位置決め部と、を備え、
　前記第４支持領域は、その一部が前記第３支持領域と重複するように設定され、
　前記第３位置決め部は、前記小容器における前記左右方向の両端部を下方から支持する
第３支持体と、前記一対の前記前側第１被係合部に下方から係合する一対の第３係合体と
、を備え、
　前記第４位置決め部は、前記大容器における前記左右方向の両端部を支持して前記第３
係合体の上端より上方に前記大容器の底面が位置する高さで前記大容器を支持する第４支
持体と、前記後側第２被係合部に係合する第４係合体と、前記上下方向視で前記第３支持
領域から外れた位置に備えられて前記第４支持領域に位置する前記大容器に対して側方か
ら当接する第２当接体と、を備え、
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　前記第２載置体は、前記第４支持領域に位置する前記大容器の前記第２基準位置に対し
て、前記上下方向視で前記第１移動方向に対して直交する方向の一方側に偏った位置に前
記第４係合体を備えている請求項２又は３記載の容器搬送設備。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【発明の名称】容器搬送装置及び容器搬送設備
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体基板収容用の容器を下方から支持する支持体と、前記支持体を移動さ
せる移動機構と、を備えた容器搬送装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　かかる容器搬送装置の従来例が、特開２００３－０７２９１７号公報（特許文献１）に
記載されている。特許文献１の容器搬送装置は、容器を保管する保管設備に対して容器を
入出庫するために用いられており、半導体基板収納用の容器を下方から支持する支持体（
昇降体１４２）が備えられている。容器の底面には、３つの被係合部（嵌合部８）が形成
されており、支持体には、容器の底面に備えられた被係合部に係合する３つの位置決めピ
ンが備えられている。昇降体は、３つの位置決めピンを容器の３つの被係合部に係合させ
た状態で容器を下方から支持することで、容器を支持領域に位置決めした状態で支持でき
るように構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－０７２９１７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来、半導体基板を収容する容器として、ＳＥＭＩ（Semiconductor Equipment and Ma
terials Institute）規格に規定されたＦＯＵＰ（Front Opening Unified Pod）が用いら
れている場合が多い。そして、このような容器に収納される半導体基板（ウェハー）は、
直径が３００ｍｍの円板形のものが主流であった。このため、上記従来の容器搬送装置の
昇降体には、３００ｍｍの半導体基板用のＦＯＵＰ（以下３００ｍｍＦＯＵＰと称する）
に形成されている３つの被係合部に係合する位置に位置決めピンを備えている。
　一方、近年、生産性の向上等のために、大型の半導体基板（例えば、直径が４５０ｍｍ
の円板形の半導体基板）が生産されるようになり、容器搬送装置では、小型の半導体基板
を収納する容器である小容器（例えば、上記した３００ｍｍＦＯＵＰ）に加えて、大型の
半導体基板を収納する容器である大容器（例えば、ＳＥＭＩ規格に規定された形状の４５
０ｍｍの半導体基板用の容器（以下４５０ｍｍＦＯＵＰと称する））を搬送する必要が生
じてきた。
【０００５】
　上記ＳＥＭＩ規格では、上記３００ｍｍＦＯＵＰ及び上記４５０ｍｍＦＯＵＰのいずれ
についても、底面に３つの溝状の被係合部を備えることが規定されている。説明を加える
と、ＦＯＵＰの底面には、３つの溝状の被係合部が備えられており、その３つの被係合部
は、長手方向が容器の底面の基準位置を中心とした放射方向に沿う状態で、容器の底面に
備えられている。そして、４５０ｍｍＦＯＵＰにおける３つの被係合部（第２被係合部と
称する）と基準位置との離間距離はいずれも、３００ｍｍＦＯＵＰにおける３つの被係合
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部（第１被係合部と称する）と基準位置との離間距離の最大のものより長くなっている。
【０００６】
　ところで、１つの容器搬送装置に、３００ｍｍＦＯＵＰ用の支持体と４５０ｍｍＦＯＵ
Ｐ用の支持体を各別に設けると、コストの増大を招くため、３００ｍｍＦＯＵＰ用の支持
体と４５０ｍｍＦＯＵＰ用の支持体とを共用することが望まれる。
　しかしながら、上述のとおり、３００ｍｍＦＯＵＰにおける３つの第１被係合部の位置
と、４５０ｍｍＦＯＵＰにおける３つの第２被係合部の位置と、は異なっている。そのた
め、支持体にて４５０ｍｍＦＯＵＰを支持するときに、４５０ｍｍＦＯＵＰの底面に位置
決めピンが干渉するため、支持体にて４５０ｍｍＦＯＵＰを適切に支持することができな
い。また、４５０ｍｍＦＯＵＰに形成されている３つの被係合部に係合する位置に４５０
ｍｍＦＯＵＰ用の位置決めピンを備えると、支持体にて３００ｍｍＦＯＵＰを支持すると
きに、３００ｍｍＦＯＵＰの底面に４５０ｍｍＦＯＵＰ用の位置決めピンが干渉するため
、支持体にて３００ｍｍＦＯＵＰを適切に支持することができない。
　このように、小容器と大容器とで底面に形成されている３つの被係合部の位置が異なる
場合に、これら小容器と大容器との双方に兼用される１つの支持体にて小容器及び大容器
を適切に支持できない。
【０００７】
　そこで、兼用される１つの支持体にて小容器と大容器との双方を適切に支持できる容器
搬送装置及び容器搬送設備が求められる。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る容器搬送装置の特徴構成は、半導体基板収容用の容器を下方から支持する
支持体と、前記支持体を移動させる移動機構と、を備えた容器搬送装置において、
　　前記容器として、小容器と、上下方向に沿って見る上下方向視での大きさが前記小容
器より大きい大容器と、の少なくとも２種類が含まれ、前記小容器は、その底面に３つの
溝状の第１被係合部を備え、前記大容器は、その底面に３つの溝状の第２被係合部を備え
、３つの前記第１被係合部の夫々は、その長手方向が前記小容器の底面における第１基準
位置を中心とした放射方向に沿う状態で、前記小容器の底面に形成され、３つの前記第２
被係合部の夫々は、その長手方向が前記大容器の底面における第２基準位置を中心とした
放射方向に沿う状態で、前記大容器の底面に形成され、３つの前記第２被係合部の夫々と
前記第２基準位置との離間距離はいずれも、３つの前記第１被係合部の夫々と前記第１基
準位置との離間距離の最大のものよりも長く、前記支持体は、前記支持体に支持した前記
小容器を前記上下方向視で第１支持領域に位置決めする第１位置決め部と、前記支持体に
支持した前記大容器を前記上下方向視で第２支持領域に位置決めする第２位置決め部と、
を備え、前記第２支持領域は、その一部が前記第１支持領域と重複するように設定され、
前記第１位置決め部は、前記小容器を下方から支持する第１支持体と、３つの前記第１被
係合部のうちの少なくとも２つに下方から係合する第１係合体と、を備え、前記第２位置
決め部は、前記第１係合体の上端より上方に前記大容器の底面が位置する高さで前記大容
器を支持する第２支持体と、前記上下方向視で前記第１支持領域の外側に備えられて３つ
の前記第２被係合部の一つに係合する第２係合体と、前記上下方向視で前記第１支持領域
の外側に備えられて、前記第２支持領域に位置する前記大容器に対して上下方向と交差す
る方向から当接する当接体と、を備えている点にある。
【０００９】
　この特徴構成によれば、支持体に支持された小容器は、第１位置決め部にて上下方向視
で第１支持領域に位置決めされ、支持体に支持された大容器は、第２位置決め部にて上下
方向視で第２支持領域に位置決めされる。第２支持領域は、その一部が第１支持領域と重
複するように設定されているため、第１支持領域と第２支持領域とを重複しないように水
平方向に並べて設定する場合に比べて、支持体の小型化を図ることができる。
【００１０】
　支持体に支持された小容器は、第１支持体にて下方から支持されるとともに第１係合体
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が小容器における３つの第１被係合部のうちの少なくとも２つに係合されているため、支
持体にて、小容器を第１支持領域に位置決めした状態で支持することができる。
【００１１】
　そして、支持体に支持された大容器は、第２位置決め部における第２支持体にて、第１
係合体の上端より上方に大容器の底面が位置する高さで大容器が支持されるため、大容器
が第１係合体に干渉することなく、支持体にて、大容器を適切に支持することができる。
　また、支持体に支持された大容器は、大容器の３つの第２被係合部のうちの１つに第２
係合体が係合し、上下方向と交差する方向から当接体が大容器に当接することで、大容器
を第２支持領域に位置決めすることができる。特に、上下方向と交差する方向から当接体
が大容器に当接することで、大容器が第２被係合部を中心とした縦軸心周りに回転するこ
とを規制できる。
　そして、第２係合体は、第１支持領域の外側に備えられているため、支持体にて小容器
を支持するときに小容器に第２係合体が干渉することを回避でき、支持体にて小容器を適
切に支持できる。
　このように、兼用される１つの支持体にて小容器と大容器との双方を適切に支持できる
。
【００１２】
　本発明に係る容器搬送設備の特徴構成は、容器搬送装置と、位置固定状態で備えられて
前記容器を下方から支持する第１載置体と、位置固定状態で備えられて前記容器を下方か
ら支持する第２載置体と、が備えられ、前記容器搬送装置は、前記容器を前記第１載置体
から前記第２載置体に搬送する又は前記容器を前記第２載置体から前記第１載置体に搬送
するように構成されていると好適である。
【００１３】
　この構成によれば、容器搬送装置が、載置体（第１載置体又は第２載置体）に容器を降
ろし、その載置体に降ろされた容器を外部の搬送装置や作業者が別の箇所に搬送する。そ
のため、容器搬送装置は、外部の搬送装置や作業者が所定の位置に待機していなくても、
容器を降ろして、次の搬送作業に移行することができるため、容器搬送装置と外部の搬送
装置や作業者との間で容器を直接授受する場合に比べて、容器を効率よく搬送できる。
【００１４】
　ここで、前記移動機構は、前記支持体を水平方向に沿う第１移動方向に沿って移動させ
る第１移動機構と、前記支持体を上下方向に沿う第２移動方向に沿って移動させる第２移
動機構と、を備え、前記第１移動機構は、前記支持体を前記第２移動方向に沿って移動さ
せて前記支持体と前記第１載置体との間で前記容器を移載する場合に前記上下方向視で前
記支持体が位置する第１位置と、前記支持体を前記第２移動方向に沿って移動させて前記
支持体と前記第２載置体との間で前記容器を移載する場合に前記上下方向視で前記支持体
が位置する第２位置と、に前記支持体を移動させるように構成され、前記第１移動方向で
前記第１載置体に対して前記第２載置体が位置する方向を第１方向とし、前記第１方向と
は反対の向きを第２方向として、前記第１支持領域と前記第２支持領域との位置関係は、
前記第１支持領域に位置する前記小容器の前記第１基準位置が前記第２支持領域に位置す
る前記大容器の前記第２基準位置より前記第１方向側に位置するように設定され、前記第
１位置として、前記支持体と前記第１載置体との間で前記小容器を移載するときの前記支
持体の位置である小容器用位置と、前記支持体と前記第１載置体との間で前記大容器を移
載するときの前記支持体の位置である大容器用位置と、が設定され、前記小容器用位置は
、前記大容器用位置より前記第２方向側に設定されていると好適である。
【００１５】
　この構成によれば、第１支持領域に位置する小容器の第１基準位置が第２支持領域に位
置する大容器の第２基準位置より第１方向側に位置するように設定されている。そのため
、第１基準位置と第２基準位置とを第１移動方向で同じ位置に位置させた場合に比べて、
小容器は第１方向側に寄せた状態で支持される。従って、容器搬送装置が容器を第２載置
体に搬送したときに小容器を第１方向側に寄せた状態で移載でき、その第２載置体に支持
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された小容器を、外部の搬送装置や作業者が第１方向側から降し易くなる。
　また、支持体と第１載置体との間で小容器を移載するときの支持体の位置である小容器
用位置が、支持体と第１載置体との間で大容器を移載するときの支持体の位置である大容
器用位置より、第２方向側に設定されている。このように、小容器用位置を大容器用位置
より第２方向側に設定しているため、上述の如く、支持体にて小容器を第１方向側に寄せ
た状態で支持したにもかかわらず、容器搬送装置が容器を第１載置体に降ろすときに小容
器を大容器に比べて第２方向側に寄せた状態で降ろすことができ、その第１載置体に支持
された小容器を、外部の搬送装置や作業者が第２方向側から降し易くなる。
【００１６】
　また、前記容器には、半導体基板を出し入れするための開口が形成され、前記容器にお
ける前記開口が形成されている部分を前記容器の前部とし、前記容器における前部とは反
対側を前記容器の後部として、前記容器の前部と後部とが並ぶ方向を前後方向とし、その
前後方向に対して前記上下方向視で直交する方向を左右方向として、前記小容器は、３つ
の前記第１被係合部として、前記第１基準位置より前方に備えられた左右一対の前側第１
被係合部と、前記第１基準位置より後方で且つ前記左右方向で中央部に備えられた１つの
後側第１被係合部と、を備え、前記大容器は、３つの前記第２被係合部として、前記第２
基準位置より前方に備えられた左右一対の前側第２被係合部と、前記第２基準位置より後
方で且つ前記左右方向で中央部に備えられた１つの後側第２被係合部と、を備え、
　前記第２係合体は、前記支持体が前記大容器を下方から支持する場合に、前記後側第２
被係合部に係合し、前記移動機構は、前記支持体を水平方向に沿う第１移動方向に沿って
移動させる第１移動機構と、前記支持体を上下方向に沿う第２移動方向に沿って移動させ
る第２移動機構と、を備え、前記第２載置体は、前記第２載置体に支持した前記小容器を
前記上下方向視で第３支持領域に位置決めする第３位置決め部と、前記第２載置体に支持
した前記大容器を前記上下方向視で第４支持領域に位置決めする第４位置決め部と、を備
え、前記第４支持領域は、その一部が前記第３支持領域と重複するように設定され、前記
第３位置決め部は、前記小容器における前記左右方向の両端部を下方から支持する第３支
持体と、前記一対の前記前側第１被係合部に下方から係合する一対の第３係合体と、を備
え、前記第４位置決め部は、前記大容器における前記左右方向の両端部を支持して前記第
３係合体の上端より上方に前記大容器の底面が位置する高さで前記大容器を支持する第４
支持体と、前記後側第２被係合部に係合する第４係合体と、前記上下方向視で前記第３支
持領域から外れた位置に備えられて前記第４支持領域に位置する前記大容器に対して側方
から当接する第２当接体と、を備え、前記第２載置体は、前記第４支持領域に位置する前
記大容器の前記第２基準位置に対して、前記上下方向視で前記第１移動方向に対して直交
する方向の一方側に偏った位置に前記第４係合体を備えていると好適である。
【００１７】
　この構成によれば、第２載置体に支持された小容器は、第３位置決め部にて上下方向視
で第３支持領域に位置決めされ、第２載置体に支持された大容器は、第４位置決め部にて
上下方向視で第４支持領域に位置決めされる。第４支持領域は、その一部が第３支持領域
と重複するように設定されているため、第３支持領域と第４支持領域とを重複しないよう
に水平方向に並べて設定する場合に比べて、第２載置体の小型化を図ることができる。
【００１８】
　第２載置体にて支持された小容器は、第３支持体にて小容器の左右方向の両端部が支持
されるとともに、小容器における一対の前側第１被係合部に一対の第３係合体が下方から
係合する。そのため、第２載置体にて、小容器を第３支持領域に位置決めした状態で支持
することができる。
　第２載置体にて支持された大容器は、第４支持体にて大容器の左右方向の両端部が支持
されるとともに、大容器における後側第２被係合部に第４係合体が下方から係合する。そ
のため、第２載置体にて、大容器を第４支持領域に位置決めした状態で支持することがで
きる。
【００１９】
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　そして、第４位置決め部は、第４支持領域に位置する大容器の第２基準位置に対して、
上下方向視で第１移動方向に直交する方向の一方側に偏った位置に第４係合体を備えてい
る。このように、上下方向視で第１移動方向に直交する方向の一方側に偏った位置に第４
係合体を備えることで、移動機構等の容器搬送装置の一部を第１移動方向に移動させるた
めの空間を、第４係合体に対して第１移動方向に直交する方向の他方側に確保し易い。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】容器搬送設備の要部を示す斜視図
【図２】昇降式搬送装置及び容器搬送装置を示す平面図
【図３】昇降式搬送装置及び収納部を示す平面図
【図４】第１容器搬送装置の動作説明図
【図５】支持体の平面図
【図６】支持体の側面図
【図７】支持体の背面図
【図８】第２載置体の平面図
【図９】第２載置体のＡ矢視図
【図１０】第２載置体のＢ矢視図
【図１１】第２載置体のＣ矢視図
【図１２】第１載置体の平面図
【図１３】第１載置体の側面図
【図１４】第１載置体の背面図
【図１５】第３容器搬送装置の斜視図
【図１６】第３載置体の側面図
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明にかかる容器搬送装置を備えた容器搬送設備の実施形態を図面に基づいて
説明する。
　図１に示すように、容器搬送設備には、複数階の間で容器１を搬送する昇降式搬送装置
２と、天井近くを走行して容器１を搬送する天井搬送車３と、容器１を下方から支持した
状態で容器１を搬送する容器搬送装置４と、が備えられている。
　尚、容器１は、半導体基板を収容する容器であり、ＳＥＭＩ規格で規定されているＦＯ
ＵＰ（Front Opening Unified Pod）である。
【００２２】
　昇降式搬送装置２は、筒体５の内側に配設されている。天井搬送車３は、筒体５の外側
に配設されている。容器搬送装置４は、筒体５の内側から外側に亘って配設されている。
図２及び図３に示すように、筒体５の内部には、容器１を収納する収納部６が備えられて
いる。
　容器搬送設備では、天井搬送車３や作業者にて容器搬送装置４の外部側箇所８に容器１
が載せられると、当該容器１は、容器搬送装置４にて外部側箇所８から内部側箇所９に搬
送された後、昇降式搬送装置２にて内部側箇所９から収納部６に搬送されて、容器１が収
納部６に収納される。
　また、収納部６に収納されている容器１は、昇降式搬送装置２にて収納部６から容器搬
送装置４の内部側箇所９に搬送された後、容器搬送装置４にて内部側箇所９から外部側箇
所８に載置搬送される。外部側箇所８の容器１は、天井搬送車３又は作業者にて外部側箇
所８から降ろされる。
　尚、昇降式搬送装置２にて容器１を内部側箇所９から別の内部側箇所９に搬送する場合
もある。
【００２３】
〔容器〕
　次に、容器１について説明する。
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　容器１には、半導体基板を出し入れするための開口が形成されている。尚、容器１にお
ける開口が形成されている部分を容器１の前部とし、容器１における前部とは反対側を容
器１の後部として、容器１の前部と後部とが並ぶ方向を容器１の前後方向としている。ま
た、容器１の前後方向に対して上下方向視で直交する方向を容器１の左右方向としている
。
【００２４】
　図２及び図３に示すように、容器１には、小容器１ａと、上下方向に沿って見る上下方
向視（平面視）での大きさが小容器１ａより大きい大容器１ｂと、がある。
　小容器１ａは、ＳＥＭＩ規格（Ｅ４７．１）で規定されたＦＯＵＰであり、直径が３０
０ｍｍの半導体基板を収納するためのＦＯＵＰである。大容器１ｂは、ＳＥＭＩ規格（Ｅ
１５８）で規定されたＦＯＵＰであり、直径が４５０ｍｍの半導体基板を収納するための
ＦＯＵＰである。
　容器１は、半導体基板を出し入れするための開口が形成されている。容器１における開
口が形成されている部分を容器１の前部とし、容器１における前部とは反対側を容器１の
後部として、容器１の前部と後部とが並ぶ方向を容器１の前後方向としている。また、容
器１の前後方向に対して上下方向視で直交する方向を容器１の左右方向としている。
【００２５】
　図５～図１５に仮想線で示すように、小容器１ａには、その底面に３つの溝状の第１被
係合部１１が備えられている。３つの第１被係合部１１の夫々は、その長手方向が小容器
１ａの底面における第１基準位置Ｓ１を中心とした放射方向に沿う状態で、小容器１ａの
底面に形成されている。
　小容器１ａは、３つの第１被係合部１１として、第１基準位置Ｓ１より前方に備えられ
た左右一対の前側第１被係合部１１ｆと、第１基準位置Ｓ１より後方で且つ小容器１ａの
左右方向で中央部に備えられた１つの後側第１被係合部１１ｒと、を備えている。
【００２６】
　大容器１ｂには、その底面に３つの溝状の第２被係合部１２が備えられている。３つの
第２被係合部１２の夫々は、その長手方向が大容器１ｂの底面における第２基準位置Ｓ２
を中心とした放射方向に沿う状態で、大容器１ｂの底面に形成されている。
　大容器１ｂは、３つの第２被係合部１２として、第２基準位置Ｓ２より前方に備えられ
た左右一対の前側第２被係合部１２ｆと、第２基準位置Ｓ２より後方で且つ大容器１ｂの
左右方向で中央部に備えられた１つの後側第２被係合部１２ｒと、を備えている。
　３つの第２被係合部１２の夫々と第２基準位置Ｓ２との離間距離はいずれも、３つの第
１被係合部１１の夫々と第１基準位置Ｓ１との離間距離の最大のものよりも長くなってい
る。
【００２７】
〔昇降式搬送装置〕
　図２及び図３に示すように、昇降式搬送装置２は、昇降用モータ１４の駆動により案内
レール１５に沿って昇降する昇降台１６を備えている。昇降台１６は、昇降本体１７と、
リンク機構１８と、昇降支持体１９と、を備えている。
　リンク機構１８の基部は、昇降本体１７に上下方向に沿う回転軸心周りに回転自在に連
結されており、リンク機構１８の先端部は、昇降支持体１９に連結されている。そして、
昇降台１６は、リンク機構１８の伸縮により、昇降支持体１９を昇降本体１７上に引退さ
せた状態や昇降支持体１９を収納部６側や内部側箇所９側に突出させた状態に切り換え可
能に構成されている。また、昇降台１６は、リンク機構１８を回転軸心周りに回転させる
ことにより、リンク機構１８を伸縮させたときの昇降支持体１９の出退方向を変更可能に
構成されている。
【００２８】
　昇降支持体１９には、板状の第１支持部２０と、この第１支持部２０から上方に突出す
る３つの第１係合部２１と、が備えられている。昇降支持体１９は、小容器１ａの３つの
第１被係合部１１に３つの第１係合部２１を下方から係合させて小容器１ａの水平方向で
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の位置を位置決めさせた状態で、小容器１ａを第１支持部２０にて下方から支持する。
　また、昇降支持体１９には、第１支持部２０から上方に突出する１つの第２係合部２２
と、大容器１ｂを下方から支持し且つ大容器１ｂに対して前方向及び左右方向から当接す
る一対の第２支持部２３と、が備えられている。昇降支持体１９は、大容器１ｂの後側第
２被係合部１２ｒに第２係合部２２を下方から係合させ且つ大容器１ｂの側面に第２支持
部２３を当接させて大容器１ｂの水平方向での位置を位置決めさせた状態で、大容器１ｂ
を第２係合部２２と一対の第２支持部２３とで下方から支持する。
【００２９】
〔収納部〕
　収納部６には、容器１を下方から支持する収納支持体２６が備えられている。
　収納支持体２６には、板状の第３支持部２７と、この第３支持部２７から上方に突出す
る２つの第３係合部２８と、が備えられている。収納支持体２６は、小容器１ａの２つの
前側第１被係合部１１ｆに２つの第３係合部２８を下方から係合させて小容器１ａの水平
方向での位置を位置決めさせた状態で、小容器１ａを第３支持部２７にて下方から支持す
る。
　また、収納支持体２６には、第３支持部２７から上方に突出する１つの第４係合部３０
と、大容器１ｂを下方から支持する一対の第４支持部３１と、大容器１ｂに対して左右方
向から当接する２つの当接部３２と、が備えられている。収納支持体２６は、大容器１ｂ
の後側第２被係合部１２ｒに第４係合部３０を下方から係合させ且つ大容器１ｂの左右の
側面に当接部３２を当接させて大容器１ｂの水平方向での位置を位置決めさせた状態で、
大容器１ｂを第４係合部３０と一対の第４支持部３１とで下方から支持する。
【００３０】
〔容器搬送装置〕
　次に、容器搬送装置４について説明する。
　図１及び図２に示すように、容器搬送装置４として、第１容器搬送装置４ａ、第２容器
搬送装置４ｂ、第３容器搬送装置４ｃ及び第４容器搬送装置４ｄの４種の容器搬送装置４
が備えられている。
　第１容器搬送装置４ａは、第１載置体４３（外部側箇所８）から第２載置体４４（内部
側箇所９）に容器１を搬送する入庫用の容器搬送装置４として用いられている。第２容器
搬送装置４ｂは、第２載置体４４（内部側箇所９）から第１載置体４３（外部側箇所８）
に容器１を搬送する出庫用の容器搬送装置４として用いられている。
　第３容器搬送装置４ｃは、第１容器搬送装置４ａと同様に入庫用の容器搬送装置４とし
て用いられているとともに、容器１を一時的に保管するバッファ部４９を備えている。第
４容器搬送装置４ｄは、第２容器搬送装置４ｂと同様に出庫用の容器搬送装置４として用
いられているとともに、容器１を一時的に保管するバッファ部４９を備えている。
　このように、容器搬送装置４は、容器１を第１載置体４３から第２載置体４４に搬送す
る又は容器１を第２載置体４４から第１載置体４３に搬送するように構成されている。
【００３１】
　そして、図１に示すように、第１容器搬送装置４ａと第２容器搬送装置４ｂとは同じ高
さに備えられている。第３容器搬送装置４ｃ及び第４容器搬送装置４ｄは、第１容器搬送
装置４ａ等より低い高さに備えられており、第３容器搬送装置４ｃと第４容器搬送装置４
ｄとは同じ高さに備えられている。
　そして、第１容器搬送装置４ａや第２容器搬送装置４ｂに対して備えられている第１載
置体４３には、天井搬送車３が容器１の載せ降しを行い、第３容器搬送装置４ｃや第４容
器搬送装置４ｄに対して備えられている第１載置体４３には、作業者又は床面上を走行す
る床面搬送車が容器１の載せ降しを行うようになっている。
【００３２】
　まず、４種の容器搬送装置４について、主に共通する構成について説明し、異なる構成
についてはその都度説明を加える。尚、図４には、第１容器搬送装置４ａを例示している
。
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　容器搬送装置４は、容器１を下方から支持する支持体４１と、支持体４１を第１移動方
向Ｘ及び第２移動方向Ｚに沿って移動させる移動機構４２と、支持体４１を上下方向に沿
う縦軸心周りに回転させる回転機構（図示せず）と、を備えている。外部側箇所８には、
位置固定状態に設けられて容器１を下方から支持する第１載置体４３を備え、内部側箇所
９には、位置固定状態で設けられて容器１を下方から支持する第２載置体４４を備えてい
る。
【００３３】
　移動機構４２は、支持体４１を水平方向に沿う第１移動方向Ｘに沿って移動させる第１
移動機構４５と、支持体４１を上下方向に沿う第２移動方向Ｚに沿って移動させる第２移
動機構４６と、を備えている。
　第１移動機構４５は、第１移動方向Ｘに沿って設定された直線状の走行経路に沿って往
復走行する移動台車にて構成されており、第１移動方向Ｘに沿って走行することで支持体
４１を第１移動方向Ｘに沿って移動させるように構成されている。
　第２移動機構４６は、第１移動機構４５に支持されたシリンダ装置にて構成されており
、第２移動機構４６の上端部に支持体４１が固定されている。そして、第２移動機構４６
は、上下方向に伸縮することで支持体４１を第２移動方向Ｚに沿って移動させるように構
成されている。
【００３４】
　第２移動機構４６は、支持体４１を第２移動方向Ｚに沿って移動させることで、支持体
４１を実移動高さと空移動高さとに昇降するように構成されている。
　空移動高さは、支持体４１が第１載置体４３や第２載置体４４より下方に位置する高さ
に設定されており、支持体４１が空移動高さで第１移動方向Ｘに移動したときに支持体４
１が第１載置体４３や第２載置体４４に干渉しない高さとなっている。この空移動高さは
、支持体４１が容器１を支持しない状態で第１移動方向Ｘに沿って移動するときの支持体
４１の高さである。
　実移動高さは、支持体４１が第１載置体４３や第２載置体４４より上方に位置する高さ
に設定されており、支持体４１が実移動高さで第１移動方向Ｘに移動したときに支持体４
１が第１載置体４３や第２載置体４４に干渉しない高さとなっている。この実移動高さは
、支持体４１が容器１を支持した状態で第１移動方向Ｘに沿って移動するときの支持体４
１の高さである。
　なお、図４の上側に図示した容器搬送装置４や下側に図示した容器搬送装置４では、支
持体４１が実移動高さと空移動高さとの間に位置する状態を図示しており、支持体４１が
第１載置体４３や第２載置体４４と同じ高さに位置している。また、図４の中間に図示し
た容器搬送装置４では、支持体４１が空移動高さに位置する状態を図示している。
【００３５】
　図４に示すように、第１移動機構４５は、支持体４１を第１移動方向Ｘに沿って移動さ
せることで、支持体４１を第１位置Ｐ１と第２位置Ｐ２と第３位置Ｐ３とに水平方向に移
動させるように構成されている。
　第１位置Ｐ１は、支持体４１を第２移動方向Ｚに沿って移動させて支持体４１と第１載
置体４３との間で容器１を移載する場合に上下方向視で支持体４１が位置する位置に設定
されている。つまり、支持体４１が第１位置Ｐ１に位置する状態で支持体４１を実移動高
さと空移動高さとに昇降させることで、支持体４１と第１載置体４３との間で容器１を移
載できるようになっている。
　第２位置Ｐ２は、支持体４１を第２移動方向Ｚに沿って移動させて支持体４１と第２載
置体４４との間で容器１を移載する場合に上下方向視で支持体４１が位置する位置に設定
されている。つまり、支持体４１が第２位置Ｐ２に位置する状態で支持体４１を実移動高
さと空移動高さとに昇降させることで、支持体４１と第２載置体４４との間で容器１を移
載できるようになっている。
【００３６】
　第３位置Ｐ３は、第１移動方向Ｘにおいて、第１位置Ｐ１と第２位置Ｐ２との間に設定
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されており、回転機構により支持体４１を上下方向に沿う縦軸心周りに回転させる位置で
ある。
　図４に示すように、第１容器搬送装置４ａでは、支持体４１が実移動高さで第１位置Ｐ
１から第２位置Ｐ２に移動する途中において、第３位置Ｐ３において支持体４１を平面視
で時計回りに設定角度（例えば、５０°程度）回転させ、支持体４１が空移動高さで第２
位置Ｐ２から第１位置Ｐ１に移動する途中において、第３位置Ｐ３において支持体４１を
平面視で反時計回りに設定角度（例えば、５０°程度）回転させる。そのため、第１位置
Ｐ１に位置する支持体４１に対して、第２位置Ｐ２に位置する支持体４１は平面視で時計
回りに傾いた姿勢となっている。
　第３容器搬送装置４ｃは、第３位置Ｐ３において支持体４１を第１容器搬送装置４ａと
同じ方向に設定角度回転させるため、第１位置Ｐ１に位置する支持体４１に対して、第２
位置Ｐ２に位置する支持体４１は平面視で時計回りに傾いた姿勢となっている。
　第２容器搬送装置４ｂや第４容器搬送装置４ｄは、第３位置Ｐ３において支持体４１を
第１容器搬送装置４ａとは反対方向に設定角度回転させるため、第１位置Ｐ１に位置する
支持体４１に対して、第２位置Ｐ２に位置する支持体４１は平面視で反時計回りに傾いた
姿勢となっている。
【００３７】
　また、第１位置Ｐ１として、支持体４１と第１載置体４３との間で小容器１ａを移載す
るときの支持体４１の位置である小容器用位置（図４に仮想線で示す位置）と、支持体４
１と第１載置体４３との間で大容器１ｂを移載するときの支持体４１の位置である大容器
用位置（図４に実線で示す位置）と、が設定され、小容器用位置は、大容器用位置より第
２方向Ｘ２側に設定されている。このように小容器用位置を大用容器位置に対して第２方
向Ｘ２側に設定することで、図１２に示すように、第１載置体４３に小容器１ａを降ろし
たときの小容器１ａの第１基準位置Ｓ１と、第１載置体４３に大容器１ｂを降ろしたとき
の大容器１ｂの第２基準位置Ｓ２とが第１移動方向Ｘにおいて同じ位置に位置するように
なっている。
【００３８】
　第３容器搬送装置４ｃや第４容器搬送装置４ｄでは、第１移動機構４５は、支持体４１
を第１移動方向Ｘに沿って移動させることで、第１位置Ｐ１、第２位置Ｐ２、第３位置Ｐ
３に加えて、支持体４１を第４位置Ｐ４に水平方向に移動させるように構成されている。
　第４位置Ｐ４は、第１移動方向Ｘにおいて、第１位置Ｐ１と第３位置Ｐ３との間に１つ
又は複数設定されており、支持体４１を第２移動方向Ｚに沿って移動させて支持体４１と
第３載置体４８との間で容器１を移載する場合に上下方向視で支持体４１が位置する位置
に設定されている。支持体４１が第４位置Ｐ４に位置する状態で支持体４１を実移動高さ
と空移動高さとに昇降させることで、支持体４１と第３載置体４８との間で容器１を移載
できるようになっている。
【００３９】
　次に、支持体４１について説明するが、支持体４１にて容器１を支持した状態に基づい
て、支持体４１にて支持した容器１の前後方向に沿う方向を支持体４１の前後方向と称し
、支持体４１にて支持した容器１の左右方向に沿う方向を支持体４１の左右方向と称して
説明する。また、前後方向や左右方向において、支持体４１にて支持した容器１の基準位
置が存在する向きを内方と称し、その反対の向きを外方と称して説明する。尚、図５は、
上下方向に沿って見た支持体４１の平面図であり、図６は、左右方向に沿って見た支持体
４１の側面図であり、図７は、前後方向に沿って見た支持体４１の背面図である。
【００４０】
　図５～図７に示すように、支持体４１は、支持体４１に支持した小容器１ａを上下方向
視で第１支持領域Ｔ１に位置決めする第１位置決め部５１と、支持体４１に支持した大容
器１ｂを上下方向視で第２支持領域Ｔ２に位置決めする第２位置決め部５２と、を備えて
いる。第２支持領域Ｔ２は、その一部が第１支持領域Ｔ１と重複するように設定されてい
る。
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　ちなみに、第１支持領域Ｔ１は、第１位置決め部５１にて位置決めされた小容器１ａの
底面が存在する領域であり、第２支持領域Ｔ２は、第２位置決め部５２にて位置決めされ
た大容器１ｂの底面が存在する領域である。そして、支持体４１は、容器１の前側が第１
方向Ｘ１に向く姿勢で容器１を支持する。
【００４１】
　第１位置決め部５１は、第１支持体５３と第１係合体５４とを備えている。
　第１支持体５３は、平板状に形成されており、小容器１ａの底面を下方から支持する。
第１支持体５３には、第１支持体５３から上方に突出する状態で３つの第１ピン５５が固
定されており、３つの第１ピン５５は、第１支持領域Ｔ１の内側に位置している。そして
、３つの第１ピン５５は、支持体４１にて小容器１ａを支持するときに小容器１ａの３つ
の第１被係合部１１に下方から係合するものであり、第１被係合部１１に係合する第１係
合体５４として機能する。
　第１位置決め部５１は、３つの第１ピン５５（第１係合体５４）を小容器１ａの３つの
第１被係合部１１に係合させた状態で第１支持体５３にて小容器１ａを下方から支持する
ことで、小容器１ａを第１支持領域Ｔ１に位置決めした状態で支持できるように構成され
ている。
【００４２】
　第２位置決め部５２は、第２支持体５６と第２係合体５７と当接体５８とを備えている
。
　第１支持体５３の上面には、第１規制支持体５９が固定されている。この第１規制支持
体５９は、第１支持領域Ｔ１の外側で且つ第２支持領域Ｔ２の内側に位置しており、後述
の如く、第２支持体５６及び当接体５８として機能する。第１規制支持体５９として、第
１支持領域Ｔ１の右側に位置する第１規制支持体５９と、第１支持領域Ｔ１の左側に位置
する第１規制支持体５９と、の一対の第１規制支持体５９が備えられている。
【００４３】
　そして、一対の第１規制支持体５９の夫々は、２段の階段状に形成されている。第１規
制支持体５９における下段を形成する部分は、第２支持領域Ｔ２に位置する大容器１ｂを
下方から支持する第２支持体５６として機能する。また、第１規制支持体５９における上
段を形成する部分は、第２支持領域Ｔ２に位置する大容器１ｂに対して左右方向から当接
する当接体５８として機能する。ちなみに、第１規制支持体５９の下段を形成する部分は
、上段を形成する部分に対して左右方向で内側（支持した大容器１ｂの第２基準位置Ｓ２
が存在する側）に位置している。
　一対の第１規制支持体５９は、支持体４１にて大容器１ｂを第２支持領域Ｔ２に支持し
た状態において、前側第２被係合部１２ｆより後側で且つ後側第２被係合部１２ｒより前
側に位置しており、第２基準位置Ｓ２に対して前側に存在している。そのため、一対の第
１規制支持体５９は、大容器１ｂにおける前後方向の中央部で且つ左右方向の両端部を下
方から支持するように備えられている。また、一対の第１規制支持体５９は、後側第２被
係合部１２ｒより前側において大容器１ｂに対して左右方向の両側から当接するように備
えられている。
　ちなみに、一対の第１規制支持体５９における下段を形成する部分は、第１支持領域Ｔ
１に位置する小容器１ａに対して左右方向から当接する部材としても機能する。
【００４４】
　第１支持体５３には、第１支持体５３から上方に突出する状態で１つの第２ピン６０が
固定されており、この第２ピン６０は、第１支持領域Ｔ１の外側で且つ第２支持領域Ｔ２
の内側に位置している。そして、第２ピン６０は、支持体４１にて大容器１ｂを支持する
ときに大容器１ｂの後側第２被係合部１２ｒに下方から係合して大容器１ｂを支持するも
のであり、大容器１ｂを下方から支持する第２支持体５６、及び、第２被係合部１２に係
合する第２係合体５７として機能する。
　第２位置決め部５２は、第２係合体５７（第２ピン６０）を大容器１ｂの後側第２被係
合部１２ｒに係合させ且つ大容器１ｂに対して左右方向から第１規制支持体５９が当接す
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る状態で、第２支持体５６（第２ピン６０と一対の第１規制支持体５９）にて大容器１ｂ
を下方から支持することで、大容器１ｂを第２支持領域Ｔ２に位置決めした状態で支持で
きるように構成されている。
【００４５】
　支持体４１（第１支持体５３）について説明を加えると、支持体４１の前端縁が左右方
向に沿う直線状に形成され、支持体４１の後端部は、前後方向で後部側ほど左右方向での
間隔が狭くなる先細り形状に形成されている。
　そして、支持体４１は、第２位置Ｐ２に位置する状態では、支持体４１の前端縁が一対
の第２規制支持体７１が並ぶ並び方向（平面視で第１移動方向Ｘに対して傾斜する方向）
に沿う姿勢となるとともに、支持体４１の後端部における一方の縁部が第１移動方向Ｘに
沿う姿勢となっている。
【００４６】
　次に、第２載置体４４について説明する。尚、図８は、上下方向に沿って見た第２載置
体４４の平面図であり、図９は、幅方向Ｙに沿って見た第２載置体４４の側面図（Ａ矢視
図）であり、図１０は、第１移動方向Ｘに沿って見た第２載置体４４の正面図（Ｂ矢視図
）であり、図１１は、支持した容器１の前後方向に沿って見た第２載置体４４の正面図（
Ｃ矢視図）である。
【００４７】
　図８～図１１に示すように、第２載置体４４は、第２載置体４４に支持した小容器１ａ
を上下方向視で第３支持領域Ｔ３に位置決めする第３位置決め部６３と、第２載置体４４
に支持した大容器１ｂを上下方向視で第４支持領域Ｔ４に位置決めする第４位置決め部６
４と、を備えている。第４支持領域Ｔ４は、その一部が第３支持領域Ｔ３と重複するよう
に設定されている。また、支持体４１が第２位置Ｐ２に位置する状態では、第１支持領域
Ｔ１と第３支持領域Ｔ３とが同じ領域となり、第２支持領域Ｔ２と第４支持領域Ｔ４とが
同じ領域となる。
【００４８】
　第３位置決め部６３は、第３支持体６５と第３係合体６６とを備えている。
　第３支持体６５は、幅方向Ｙに間隔を空けた状態で備えられた一対の第３支持体６５を
組として、２組の第３支持体６５が第１移動方向Ｘに間隔を空けた状態で備えられており
、小容器１ａは２組の第３支持体６５（４つの第３支持体６５）にて下方から支持される
。２組の第３支持体６５のうちの第１移動方向Ｘで第１方向側に位置する一対の第３支持
体６５の夫々には、第３支持体６５から上方に突出する状態で第３ピン６７が固定されて
いる。この２つの第３ピン６７は、第３支持領域Ｔ３内に位置している。そして、２つの
第３ピン６７は、第２載置体４４にて小容器１ａを支持するときに小容器１ａの２つの前
側第１被係合部１１ｆに下方から係合するものであり、一対の前側第１被係合部１１ｆに
下方から係合する一対の第３係合体６６として機能する。
　第３位置決め部６３は、２つの第３係合体６６を小容器１ａの２つの前側第１被係合部
１１ｆに係合させた状態で第３支持体６５にて小容器１ａを下方から支持することで、小
容器１ａを第３支持領域Ｔ３に位置決めした状態で支持できるように構成されている。
【００４９】
　第４位置決め部６４は、第４支持体６８と第４係合体６９と第２当接体７０とを備えて
いる。
　第２載置体４４には、３つの第２規制支持体７１が固定されている。この第２規制支持
体７１は、第３支持領域Ｔ３の外側に位置しており、後述の如く、第４支持体６８及び第
２当接体７０として機能する。第２規制支持体７１として、第３支持領域Ｔ３に対して左
右方向の一方側に位置する第２規制支持体７１と、第３支持領域Ｔ３に対して左右方向の
他方側に位置する第２規制支持体７１と、第３支持領域Ｔ３に対して前後方向の後方側に
位置する第２規制支持体７１と、の３つの第２規制支持体７１が備えられている。
【００５０】
　そして、３つの第２規制支持体７１の夫々は、２段の階段状に形成されている。第２規
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制支持体７１における下段を形成する部分は、第４支持領域Ｔ４に位置する大容器１ｂを
下方から支持する第４支持体６８として機能する。また、第３支持領域Ｔ３に対して左右
方向の一方側に位置する第２規制支持体７１と、第３支持領域Ｔ３に対して左右方向の他
方側に位置する第２規制支持体７１と、を一対の第２規制支持体７１として、これら一対
の第２規制支持体７１における上段を形成する部分は、第４支持領域Ｔ４に位置する大容
器１ｂに対して幅方向Ｙから当接する第２当接体７０として機能する。ちなみに、これら
一対の第２規制支持体７１の下段を形成する部分は、上段を形成する部分に対して左右方
向で内側（支持した大容器１ｂの第２基準位置Ｓ２が存在する側）に位置している。
　一対の第２規制支持体７１は、第２載置体４４にて大容器１ｂを第４支持領域Ｔ４に支
持した状態において、第２基準位置Ｓ２より前側に位置している。そのため、一対の第２
規制支持体７１は、大容器１ｂにおける前後方向の前部で且つ左右方向の両端部を下方か
ら支持するように備えられている。また、一対の第２規制支持体７１は、後側第２被係合
部１２ｒより前側において大容器１ｂに対して幅方向Ｙの両側から当接するように備えら
れている。
　ちなみに、一対の第２規制支持体７１における下段を形成する部分は、第３支持領域Ｔ
３に位置する小容器１ａに対して幅方向Ｙから当接する部材としても機能する。
【００５１】
　第２載置体４４には、その第２載置体４４から上方に突出する状態で１つの第４ピン７
２が固定されており、この第４ピン７２は、第３支持領域Ｔ３の外側で且つ第４支持領域
Ｔ４の内側に位置している。そして、第４ピン７２は、第２載置体４４にて大容器１ｂを
支持するときに大容器１ｂの後側第２被係合部１２ｒに下方から係合して大容器１ｂを支
持するものであり、大容器１ｂを下方から支持する第４支持体６８、及び、第２被係合部
１２に係合する第４係合体６９として機能する。
　第４位置決め部６４は、第４係合体６９を大容器１ｂの後側第２被係合部１２ｒに係合
させ且つ大容器１ｂに対して左右方向から第２規制支持体７１が当接する状態で、第４支
持体６８（１つの第４ピン７２と一対の第２規制支持体７１）にて大容器１ｂを下方から
支持することで、大容器１ｂを第４支持領域Ｔ４に位置決めした状態で支持できるように
構成されている。
【００５２】
　第１支持領域Ｔ１と第２支持領域Ｔ２との位置関係は、第１支持領域Ｔ１に位置する小
容器１ａの第１基準位置Ｓ１が第２支持領域Ｔ２に位置する大容器１ｂの第２基準位置Ｓ
２より第１方向Ｘ１側に位置するように設定されている。このように第１支持領域Ｔ１を
第２支持領域Ｔ２に対して第１方向Ｘ１側に寄った位置に設定することで、第１支持領域
Ｔ１に対して第１移動方向Ｘの第２方向Ｘ２側の外側に第２ピン６０を位置させるととも
に、第２載置体４４に小容器１ａを降ろしたときに第１方向Ｘ１側に寄せた状態で載せる
ようになっている。
【００５３】
　次に、第１載置体４３について説明する。
　第１載置体４３は、第１載置体４３に支持した小容器１ａを上下方向視で第５支持領域
Ｔ５に位置決めする第５位置決め部７５と、第１載置体４３に支持した大容器１ｂを上下
方向視で第６支持領域Ｔ６に位置決めする第６位置決め部７６と、を備えている。第６支
持領域Ｔ６は、その一部が第５支持領域Ｔ５と重複するように設定されている。
　ちなみに、第５支持領域Ｔ５は、第５位置決め部７５にて位置決めされた小容器１ａの
底面が存在する領域であり、第６支持領域Ｔ６は、第６位置決め部７６にて位置決めされ
た大容器１ｂの底面が存在する領域である。
　尚、支持体４１が第１位置Ｐ１の小容器用位置に位置する状態では、第１支持領域Ｔ１
と第５支持領域Ｔ５とが同じ領域となり、支持体４１が第１位置Ｐ１の大容器用位置に位
置する状態では、第２支持領域Ｔ２と第６支持領域Ｔ６とが同じ領域となる。
【００５４】
　第５位置決め部７５は、第５支持体７７と第５係合体７８とを備えている。
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　第５支持体７７は、幅方向Ｙに間隔を空けた状態で備えられた一対の第５支持体７７を
組として、２組の第５支持体７７が第１移動方向Ｘに間隔を空けた状態で備えられており
、小容器１ａは２組の第５支持体７７（４つの第５支持体７７）にて下方から支持される
。２組の第５支持体７７のうちの第１移動方向Ｘで第１方向Ｘ１側に位置する一対の第５
支持体７７の夫々には、第５支持体７７から上方に突出する状態で第５ピン７９が固定さ
れている。この２つの第５ピン７９は、第５支持領域Ｔ５内に位置している。そして、２
つの第５ピン７９は、第１載置体４３にて小容器１ａを支持するときに小容器１ａの２つ
の前側第１被係合部１１ｆに下方から係合するものであり、一対の前側第１被係合部１１
ｆに下方から係合する一対の第５係合体７８として機能する。
　第５位置決め部７５は、２つの第５係合体７８を小容器１ａの２つの前側第１被係合部
１１ｆに係合させた状態で第５支持体７７にて小容器１ａを下方から支持することで、小
容器１ａを第５支持領域Ｔ５に位置決めした状態で支持できるように構成されている。
【００５５】
　第６位置決め部７６は、第６支持体８０と第３当接体８１とを備えている。
　第１載置体４３には、第３規制支持体８２が固定されている。この第３規制支持体８２
は、第５支持領域Ｔ５の外側に位置しており、後述の如く、第６支持体８０及び第３当接
体８１として機能する。第３規制支持体８２として、第５支持領域Ｔ５に対して幅方向Ｙ
の一方側に位置する一対の第３規制支持体８２と、第５支持領域Ｔ５に対して幅方向Ｙの
他方側に位置する一対の第３規制支持体８２と、第５支持領域Ｔ５に対して第１移動方向
Ｘの一方側に位置する一対の第３規制支持体８２と、第５支持領域Ｔ５に対して第１移動
方向Ｘの他方側に位置する一対の第３規制支持体８２と、の計８つの第３規制支持体８２
が備えられている。
【００５６】
　そして、８つの第３規制支持体８２のうちの第５支持領域Ｔ５に対して幅方向Ｙの両側
に位置する４つは、２段の階段状に形成されている。第３規制支持体８２における下段を
形成する部分は、第６支持領域Ｔ６に位置する大容器１ｂを下方から支持する第６支持体
８０として機能する。また、第３規制支持体８２における上段を形成する部分は、第６支
持領域Ｔ６に位置する大容器１ｂに対して第１移動方向Ｘ又は幅方向Ｙから当接する第３
当接体８１として機能する。ちなみに、第３規制支持体８２の下段を形成する部分は、上
段を形成する部分に対して第１移動方向Ｘや幅方向Ｙで内側（支持した大容器１ｂの第２
基準位置Ｓ２が存在する側）に位置している。
　そして、８つの第３規制支持体８２のうちの残る４つ（第５支持領域Ｔ５に対して第１
移動方向Ｘの両側に位置する４つ）は、大容器１ｂに対して外側の斜め下方から当接する
傾斜面を備えており、第６支持体８０及び第３当接体８１として機能する。
　８つの第１規制支持体５９は、第１載置体４３にて大容器１ｂを第６支持領域Ｔ６に支
持した状態において、大容器１ｂにおける周縁部を下方から支持するように備えられてい
る。また、８つの第３規制支持体８２は、大容器１ｂに対して第１移動方向Ｘの両側及び
幅方向Ｙの両側から当接するように備えられている。
　ちなみに、８つの第３規制支持体８２のうちの一対の第３規制支持体８２における下段
を形成する部分は、第５支持領域Ｔ５に位置する小容器１ａに対して幅方向Ｙから当接す
る部材としても機能する。
【００５７】
　第６位置決め部７６は、大容器１ｂに対して第１移動方向Ｘの両側及び幅方向Ｙの両側
から第３規制支持体８２が当接する状態で、第６支持体８０（８つの第２規制支持体７１
）にて大容器１ｂを下方から支持することで、大容器１ｂを第６支持領域Ｔ６に位置決め
した状態で支持できるように構成されている。
【００５８】
　図１５に示すように、第３載置体４８は、第３載置体４８に支持した小容器１ａを上下
方向視で第７支持領域に位置決めする第７位置決め部８７と、第３載置体４８に支持した
大容器１ｂを上下方向視で第８支持領域に位置決めする第８位置決め部８８と、を備えて
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いる。第８支持領域は、その一部が第７支持領域と重複するように設定されている。
　ちなみに、第７支持領域は、第７位置決め部８７にて位置決めされた小容器１ａの底面
が存在する領域であり、第８支持領域は、第８位置決め部８８にて位置決めされた大容器
１ｂの底面が存在する領域である。
【００５９】
　第７位置決め部８７は、第７支持体８９と第７係合体９０とを備えている。
　第７支持体８９は、第５支持体７７と同様に２組備えられており、小容器１ａは２組の
第７支持体８９（４つの第７支持体８９）にて小容器１ａを下方から支持する。２組の第
７支持体８９のうちの一対には、第７支持体８９から上方に突出する状態で第７ピン９１
が固定されている。この２つの第７ピン９１は、第７支持領域内に位置している。そして
、２つの第７ピン９１は、第３載置体４８にて小容器１ａを支持するときに小容器１ａの
２つの前側第１被係合部１１ｆに下方から係合するものであり、一対の前側第１被係合部
１１ｆに下方から係合する一対の第７係合体９０として機能する。
　第７位置決め部８７は、２つの第７係合体９０を小容器１ａの２つの前側第１被係合部
１１ｆに係合させた状態で第７支持体８９にて小容器１ａを下方から支持することで、小
容器１ａを第７支持領域に位置決めした状態で支持できるように構成されている。
【００６０】
　第８位置決め部８８は、第８支持体９２と第４当接体９３とを備えている。
　第３載置体４８には、第４規制支持体９４が固定されている。この第４規制支持体９４
は、第７支持領域の外側に位置しており、後述の如く、第８支持体９２及び第４当接体９
３として機能する。第４規制支持体９４として、第７支持領域に対して幅方向Ｙの両側に
位置する一対の第４規制支持体９４と、第７支持領域に対して第１移動方向Ｘの第２方向
Ｘ２側に位置する一対の第４規制支持体９４と、の計４つの第４規制支持体９４が備えら
れている。
【００６１】
　そして、４つの第４規制支持体９４は、２段の階段状に形成されている。第４規制支持
体９４における下段を形成する部分は、第８支持領域に位置する大容器１ｂを下方から支
持する第８支持体９２として機能する。また、第４規制支持体９４における上段を形成す
る部分は、第８支持領域に位置する大容器１ｂに対して第１移動方向Ｘ又は幅方向Ｙから
当接する第４当接体９３として機能する。ちなみに、第４規制支持体９４の下段を形成す
る部分は、上段を形成する部分に対して第１移動方向Ｘや幅方向Ｙで内側（支持した大容
器１ｂの第２基準位置Ｓ２が存在する側）に位置している。
　４つの第４規制支持体９４は、第３載置体４８にて大容器１ｂを第８支持領域に支持し
た状態において、大容器１ｂにおける周縁部を下方から支持するように備えられている。
また、４つの第４規制支持体９４は、大容器１ｂに対して第１移動方向Ｘの第２方向Ｘ２
側及び幅方向Ｙの両側から当接するように備えられている。
　ちなみに、４つの第４規制支持体９４のうちの一対の第４規制支持体９４における下段
を形成する部分は、第７支持領域に位置する小容器１ａに対して幅方向Ｙから当接する部
材としても機能する。
【００６２】
　このように、支持体４１に支持された小容器１ａは、第１位置決め部５１にて第１支持
領域Ｔ１に位置決めされ、支持体４１に支持された大容器１ｂは、第２位置決め部５２に
て第２支持領域Ｔ２に位置決めされる。
　そして、支持体４１に支持された大容器１ｂは、第２位置決め部５２における第２支持
体５６にて、第１係合体５４の上端より上方に大容器１ｂの底面が位置する高さで大容器
１ｂが支持されるため、大容器１ｂが第１係合体５４に干渉することなく、支持体４１に
て大容器１ｂを適切に支持することができる。
　また、支持体４１に支持された大容器１ｂは、大容器１ｂの３つの第２被係合部１２の
うちの１つに第２係合体５７が係合し、左右方向から当接体５８が大容器１ｂに当接する
ことで、大容器１ｂを第２支持領域Ｔ２に位置決めすることができる。
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　このように、支持体４１にて小容器１ａと大容器１ｂとの双方を適切に支持することが
できる。
【００６３】
〔別実施形態〕
（１）上記実施形態では、外部側箇所８に第１載置体４３を備え、内部側箇所９に第２載
置体４４を備えたが、第１載置体４３と第２載置体４４とのうちの一方又は双方を備えず
に、容器搬送装置４が、外部の搬送装置や作業者との間で容器１を直接受け渡すようにし
てもよい。
　具体的には、例えば、第１容器搬送装置４ａの外部側箇所８に第１載置体４３を備えず
に、天井搬送車３が第１位置Ｐ１に位置する支持体４１上に容器１を降ろすようにしても
よい。
【００６４】
（２）上記実施形態では、容器搬送装置４にて、第１載置体４３から第２載置体４４への
容器１の搬送と第２載置体４４から第１載置体４３への容器１の搬送とのうちの一方の搬
送のみを行ったが、容器搬送装置４にて、第１載置体４３から第２載置体４４への容器１
の搬送と第２載置体４４から第１載置体４３への容器１の搬送との双方の搬送を行っても
よい。
【００６５】
（３）上記実施形態では、第４係合体６９を、第４支持領域Ｔ４に位置する大容器１ｂの
第２基準位置Ｓ２に対して幅方向Ｙの一方側に偏った位置に備えたが、第４係合体６９を
、第４支持領域Ｔ４に位置する大容器１ｂの第２基準位置Ｓ２に対して第１移動方向Ｘに
並ぶ位置に備えてもよい。このように第４位置決め部６４に第４係合体６９を備えて、第
１載置体４３と同様に、容器１の前後方向が第１移動方向Ｘに沿う姿勢で第２載置体４４
にて容器１を支持するようにしてもよい。
【００６６】
（４）上記実施形態では、支持体４１と第１載置体４３との間で小容器１ａを移載すると
きに支持体４１を停止させる位置（小容器用位置）と、支持体４１と第１載置体４３との
間で大容器１ｂを移載するときに支持体４１を停止させる位置（大容器用位置）とを異な
らせたが、これらの位置を第１移動方向Ｘで同じ位置に設定してもよい。
【００６７】
（５）上記実施形態では、支持体４１を、容器１の前側が第１方向Ｘ１に向く姿勢で容器
１を支持するように構成したが、支持体４１を、容器１の前側が第２方向Ｘ２に向く姿勢
で容器１を支持する、又は、容器１の前側が幅方向Ｙの一方側を向く姿勢で容器１を支持
するように構成してもよい。
【００６８】
（６）上記実施形態では、支持体４１に、第１係合体５４を３つ備えて、支持体４１にて
小容器１ａを支持したときに小容器１ａの３つの第１被係合部１１の全てに第１係合体５
４を係合させたが、支持体４１に、第１係合体５４を２つのみ備えて、支持体４１にて小
容器１ａを支持したときに小容器１ａの３つの第１被係合部１１のうちの２つ（例えば、
２つの前側第１被係合部１１ｆ）のみに第１係合体５４を係合させてもよい。
【００６９】
（７）上記実施形態で示した容器１を支持する部材の形態や容器１の側面に当接する部材
の形態は適宜変更してもよい。具体的には、容器１に対して当接体５８を左右方向から当
接して容器１の回転を規制しているのに代えて、容器１に対して当接体５８を前後方向に
当接して容器１の回転を規制してもよい。また、３つの第１ピン５５にて小容器１ａを支
持するようにして第１ピン５５に第１支持体５３としての機能を備えてもよい。
【００７０】
（８）上記実施形態では、容器搬送装置４に、第１移動機構４５と第２移動機構４６とを
備えて、支持体４１を第１移動方向Ｘと第２移動方向Ｚとの双方に移動させたが、外部の
搬送装置や作業者との間で容器１を直接受け渡す場合や、第１載置体４３や第２載置体４
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４を昇降自在に構成した場合は、容器搬送装置４に、第１移動機構４５のみを備えて、支
持体４１を第１移動方向Ｘにのみ移動させるようにしてもよい。
【００７１】
（９）上記実施形態では、容器搬送装置４を、同じ高さに設置された第１載置体４３と第
２載置体４４との間で容器１を搬送するように構成したが、容器搬送装置４を、スタッカ
ークレーンや上記実施形態における昇降式搬送装置２として、異なる高さに設置された第
１載置体４３と第２載置体４４との間で容器１を搬送するように構成してもよい。
　ちなみに、例えば、容器搬送装置４を昇降式搬送装置２とした場合は、昇降支持体１９
を支持体とし、収納支持体２６を第１載置体として、容器搬送装置４にて、収納支持体２
６と第２載置体４４との間で容器１を搬送するようにしてもよい。また、容器搬送装置４
をスタッカークレーンとした場合は、物品収納棚の棚板を第１載置体とし、入出庫箇所に
備えられた荷受台を第２載置体としてもよい。
【００７２】
（１０）上記実施形態では、容器１を、ＦＯＵＰとしたが、容器１を、複数の工場間での
搬送に用いられるＦＯＳＢ（Front Opening Shipping Box）等の他の容器であってもよい
。
【符号の説明】
【００７３】
　　１　　容器
　　１ａ　小容器
　　１ｂ　大容器
　　４　　容器搬送装置
　１１　　第１被係合部
　１２　　第２被係合部
　４１　　支持体
　４２　　移動機構
　４３　　第１載置体
　４４　　第２載置体
　４５　　第１移動機構
　４６　　第２移動機構
　５１　　第１位置決め部
　５２　　第２位置決め部
　５３　　第１支持体
　５４　　第１係合体
　５６　　第２支持体
　５７　　第２係合体
　５８　　当接体
　　Ｐ１　第１位置
　　Ｐ２　第２位置
　　Ｓ１　第１基準位置
　　Ｓ２　第２基準位置
　　Ｔ１　第１支持領域
　　Ｔ２　第２支持領域
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